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P&A ジャパンデスクメールマガジン

2019 年 2月号 Tax Amnesty Act の公表について

2019年 2月 14日に大統領によって Tax Amnesty 法案が承認されました。しかし、大統領の

拒否権発動により本法案の一部が否認されています。今月のメールマガジンでは、本法の最

終決定された内容を説明します。

① Estate Tax Amnesty（相続税についての Amnesty）

・ 対象とその Amnesty の内容；

対象者は 2017年 12月 31日以前に死亡した者の相続に対する相続税については、未申告も

しくは死亡時に適用されルールによって計算された財産の額について、6%の税額を支払う

事で完了。

・ Amnesty の期間；

本ルールが適用になった日から 2年間有効

② Tax Amnesty on Delinquencies（延滞についての Amnesty）

・ 対象とその Amnesty の内容；

- BIRより最終通知が行われているが、納税者の支払い能力の問題のため、妥協の要求が

行われているものについては、本税（Surcharge 及び Interestは含まれない）の 40%を支

払う事で完了。

- 1997年制定の NIRC に基づく DOJ もしくはその他刑事裁判として係争中のものについ

ては、本税の 50%を支払う事で完了。

- 本ルールが適用となる前に裁判所によって最終判断が行われている税務裁判事例につ

いては、本税の 60%を支払う事で完了。

- 源泉徴収義務者が源泉税を徴収していたものの、その納税を怠っていたものについては、

本税の 100%を支払う事で完了。

・ Amnesty の期間；

本ルールが適用になった日から 1年間有効

③ General Tax Amnesty and all related provisions

本法案のもっとも注目されていた部分であった General Tax Amnesty は大統領の拒否権発動

により否認されています（後添付資料参照）。この理由として大統領は適切なセーフガード

を設けない状態での Tax Amnesty は過剰であり、結果として脱税を急増させる恐れがあると

しています。2006年に実施されたTax Amnesty においては、セーフガードの設定なしに行

われたため、多額の税務損失を生み出したと主張しています。そのため、大統領は、セーフ

ガードと歳入確保の両方の目的を果たす別の General Tax Amnesty 法案の策定を推奨してい

ます。

上記記載のとおり、本法案にて最も注目をされていた General Tax Amnesty は拒否権発動に

より否認されています。しかし、大統領からは修正された形での法案の再考の要望が出てい

ることもあり、今後の動向が注目されています。
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しかし、いつ、どのようなものが出るのかは現時点では全くの白紙状態のため、現状は

Amnestyに期待することなく適切な納税を実施することが重要です。
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